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既に提出した所得税の確定申告の申告額に誤りがあった場合で、納め

る税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合に提出する

更正の請求書や申告をした税額等が実際より少なすぎた場合や還付さ

れる税金が多すぎた場合に、これらの金額を正しい額に訂正するために

提出する修正申告書の作成の操作手順を説明します。 

 ※ 画面イメージは、実際の画面と異なる場合があります。 
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1 作成開始 

所得税の更正の請求書・修正申告書の作成開始までの操作手順を説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」を押してください。 

 （⇒次ページへ続く） 
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②  「提出方法に関する質問」に回答して、税務署へ更正の請求書又は修正申告書を提

出する際の提出方法を選択します。マイナンバーカードをお持ちの方は「スマートフ

ォンを使用する」ボタン又は「ICカードリーダライタを使用する」ボタンを、マイナ

ンバーカードをお持ちでない方は「e-Tax（ID・パスワード方式）」ボタン又は「書面」

ボタンを押します。 

 （⇒次ページへ続く） 
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③  表示されているラジオボタンから、作成する更正の請求書・修正申告書の年分に応じ

てラジオボタンを選択し、「作成開始」ボタンを押してください。 

   この後、先ほど選択した提出方法に応じて、マイナンバーカードの認証や利用者識別 

番号の入力等を行ってください。 

※  この手引きの操作では、「令和６年分」の所得税の更正の請求書・修正申告書の「作

成開始」を選択した場合の説明をしています。 
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2 「確定申告書データ読込」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに「次へ」ボタンを押してください。 
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3 「本人情報の確認等」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  「生年月日」を入力します（マイナンバーカード方式や ID・パスワード方式を 

選んだ場合は、利用者識別番号から検索した情報が入力された状態で表示されます。）。 

②  青色申告の承認を受けている場合は、「青色申告の承認を受けている」にチェックを 

付けてください。 

③  「次へ」ボタンを押してください。 
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4 「所得金額等の入力」画面 

【更正の請求・修正申告前の所得金額等の入力】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 確定申告書第一表の控えなどを基に、更正の請求・修正申告前の所得金額等を入力し

てください。 

② 「次へ」ボタンを押してください。 
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5 「所得から差し引かれる金額の入力」画面 

【更正の請求・修正申告前の所得から差し引かれる金額（所得控除）の入力】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 確定申告書第一表の控えなどを基に、更正の請求・修正申告前の所得から差し引かれ

る金額（所得控除）を入力してください。 

② 寄附金控除の入力がある場合は、「入力する」ボタンを押してください。（寄附金控 

除の入力方法は、P11「寄附金控除等の入力」画面の入力方法をご参照ください。） 

③ 「次へ」ボタンをクリックしてください。 
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 6 「税金の計算に関する入力」画面 

【更正の請求・修正申告前の税金の計算（税額控除等）に関する入力】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  確定申告書第一表の控えなどを基に、更正の請求・修正申告前の税金の計算 

（税額控除等）を入力してください。 

②  政党等寄附金等特別控除、または住宅耐震改修特別控除等の入力がある場合は、 

「入力する」ボタンを押してください（「寄附金控除等の入力」画面の入力方法は 

P11、「住宅耐震改修特別控除等の入力」画面の入力方法は P12ご参照ください。）。 

③  「次へ」ボタンを押してください。 
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7 「その他の項目に関する入力」画面 

【更正の請求・修正申告前のその他の項目に関する入力】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  確定申告書第一表の控えなどを基に、更正の請求・修正申告前のその他の項目を 

入力してください。 

②  本年分で差し引く繰越損失額や翌年分以後に繰り越す損失額がある場合は、「入力する」 

ボタンを押してください（翌年分以後に繰り越す損失額がある方は、P13「本年分で差し 

引く繰越損失額等の入力」画面の入力方法をご参照ください。） 

③  申告分離課税の所得がある場合は、「申告分離課税の入力を行う」にチェックを 

付けてください（所得金額（申告分離課税）の入力方法は、P10「所得金額（申告分離 

課税）」画面の入力方法をご参照ください。）。 

④  「次へ」ボタンを押してください。
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 8 「所得金額（申告分離課税）」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①  確定申告書第三表の控えなどを基に、分離課税の所得金額などを入力してください。 

②  株式等の譲渡所得等や先物取引に係る雑所得等の入力については、「入力する」ボタン 

を押して入力してください（「株式等の譲渡所得等」画面の入力方法は P15、「先物取引に

係る雑所得等の入力」画面の入力方法は P17に掲載していますので、ご参照ください。） 

③  全ての入力が終了しましたら、「次へ」ボタンを押してください。 
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9 「寄付金控除等の入力」画面 

P７「所得から差し引かれる金額の入力」画面、または P８「税金の計算に関する入力」

画面で「寄附金控除」又は「政党等寄附金等特別控除」の「入力する」ボタンを押すと以下

の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 確定申告書第一表及び第二表の控えなどを基に、更正の請求・修正申告前の寄附金に係

る所得控除額、税額控除額を入力してください。 

② ①の「税額控除」欄に入力する場合は、各税額控除の計算明細書の税額控除適用額を 

 参考に入力してください。なお、各税額控除の計算明細書の税額控除適用額が０円と記載 

されている場合も、適用を選択している計算を行うため、０円と入力してください。 

③ 入力が終わりましたら、「入力終了」ボタンを押してください。 
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 10 「住宅耐震改修特別控除等の入力」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  確定申告書第一表、計算明細書などを基に、更正の請求・修正申告前の住宅耐震改修

特別控除等に係る税額控除額を入力してください。 

②  入力が終わりましたら、「入力終了」ボタンを押してください。 
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 11 本年分で差し引く繰越損失額の入力 

P９「その他の項目に関する入力」画面で「本年分で差し引く繰越損失額」の「入力する」

ボタンを押すと以下の画面が表示されます（上場株式等の譲渡損失や先物取引の差金等決済

に係る損失については、この画面では入力しません。P10「所得金額（申告分離課税）」画面

の「一般株式等・上場株式等の譲渡所得等」、「先物取引に係る雑所得等」の「入力する」ボ

タンを押して入力してください。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  更正の請求・修正申告前の申告等において提出した損失申告用の申告書等様式を選択

してください。 

②  前年分以前から繰り越された純損失の額、居住用財産に係る通算後譲渡損失の額及び

雑損失の額について、申告書第四表の控えなどを基に入力してください（この画面では

令和６年分の申告書（損失申告用）第四表の場合を表示しています。作成される年分及

び申告書等様式によって表示される項目が異なります。）。 
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③  翌年分へ繰り越す本年分の損失額について、申告書第四表の控えなどを基に入力して

ください。 

④  全ての入力が終わりましたら、「入力終了」ボタンを押してください。 
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 12 「株式等の譲渡所得等」画面 

P10「所得金額（申告分離課税）」画面で「一般株式等・上場株式等の譲渡所得等」の「入

力する」ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①  株式等の譲渡所得等について、申告書第三表の控えなどを基に入力してください（画

面の（72）や（73）などの記号や番号は、申告書第三表の記号や番号に対応しています。）。 

 

 （⇒次ページへ続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  前年から繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額について、申告書付表（上場

株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）の控えなどを基に、各年分の損失の

額を入力してください（この画面では令和６年分の場合を表示しています。作成される

年分によって表示される項目が異なります。）。 

③  翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額について、申告書付表（上

場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用）の控えなどを基に入力してくださ

い。 

④  全ての入力が終わりましたら、「入力終了」ボタンを押してください。 
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 13 「先物取引に係る雑所得等の入力」画面 

    P10「所得金額（申告分離課税）」画面で「先物取引に係る雑所得等」を押すと以下の 

画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  先物取引に係る雑所得等について、申告書第三表の控えなどを基に入力してください。 

②  翌年以後に繰り越される先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、申告書付

表（先物取引に係る繰越損失用）の控えなどを基に入力してください。 

③  前年から繰り越された先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、申告書付表

（先物取引に係る繰越損失用）の控えなどを基に、各年分の損失の額を入力してくださ

い（この画面では令和６年分の場合を表示しています。作成される年分によって表示さ

れる項目が異なります。）。 

④  全ての入力が終わりましたら、「入力終了」ボタンを押してください。 
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14 「税金の計算等に関する入力（申告分離課税）」画面 

  この画面は、P９「その他の項目に関する入力」画面で、分離課税の所得を入力された場合 

「次へ」ボタンを押すと表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  課税される所得金額と税額を入力します。申告書第三表の控えなどを基に入力して 

ください。全ての入力が終わりましたら、「次へ」ボタンを押してください。 

②  全ての入力が終わりましたら、「次へ」ボタンを押してください。 
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15 「修正項目の選択」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  追加訂正等をする収入・所得金額を選択してください。 

②  追加訂正等をする所得控除、税額控除等、その他の項目（例：青色申告特別控除額）が 

ある場合、上図の②の右側にある、「∨」を押すと選択肢が表示されますので追加訂正等を 

する項目を選択してください。 

③  追加訂正等項目の選択終了後、「次へ」ボタンを押してください。 

※ 更正の請求・修正申告前の内容によっては、追加訂正等できないものがあります。 

 （⇒次ページへ続く） 
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16 「更正の請求・修正申告額の入力」画面 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（⇒次ページへ続く） 
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①  P６「所得金額の入力」画面、P19「修正項目の選択」画面等において入力した項目

が表示されます。「入力する」ボタンを押して、更正の請求・修正申告の内容を入力し

てください（図では、例として「不動産所得」の入力画面を表示しています。）。 

※ 修正しない項目についても、修正前と同じ内容の入力が必要となります。      

②  「戻る」ボタンを押すと、P19「修正項目の選択』」画面に戻り、追加・訂正する項

目を再選択することができます。なお、更正の請求・修正申告額を入力した後で追加

訂正等項目を削除する場合、この画面で入力した全ての項目について削除する必要が

ありますのでご注意ください。 

③  全ての入力が終わりましたら、「次へ」ボタンを押してください。 
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17 「計算結果の確認」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（⇒次ページへ続く） 

更正の請求により還付する税額や修正申告により新たに

納付すべき税額が表示されます。 

入力内容に誤りが無く、更正の請求・修正申告後の納付

すべき税額が更正の請求・修正申告前の納付すべき税額と

同じ場合には、下図のとおり更正の請求や修正申告が不要

である旨の文言が表示されます。 

 
  

 更正の請求、または修正申

告をしても納付すべき税額が

変わらない等の理由で、更正

の請求や修正申告が不要であ

る場合、「次へ」ボタンではな

く、「作成終了」ボタンが表示

されます。「作成終了」ボタン

を押すと確定申告書等作成

コーナーのトップ画面へ戻り

ます。 
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①  更正の請求や修正申告により、新たに還付される又は納付すべき税額が表示され

ていますので確認してください。 

※  訂正する項目がある場合には、「戻る」ボタンを押すと P20「更正の請求・修正申

告額の入力」画面に戻りますので、該当する項目の「訂正する」ボタンを押して入

力内容を訂正してください。 

②  確認が終わりましたら、「次へ」ボタンを押してください。 

 入力した内容が更正の請求の場合は、P24「更正の請求をする理由等の入力」画面

へ、修正申告の場合は P26「修正申告による異動事項の入力」画面へ進みます。 
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18 「更正の請求をする理由等の入力」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（⇒次ページへ続く） 
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①  更正の請求をする理由、事象の詳細等を入力してください。 

②  この項目は、Ｐ２「税務署への提出方法の選択」画面の提出方法に関する質問にお

いて、以下の選択をした場合のみ表示されます。 

・マイナンバーカードをお持ちですか。→「はい」を選択する。 

・マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又は ICカードリーダライ

タをお持ちですか。→「はい」を選択する。 

更正の請求書を提出した後、税務署から送付される更正の請求書に係る通知書（更

正通知書等、国税還付金振込通知書）の受け取り方法を選択（「電子交付」又は「書面

交付」）してください。 

③  全ての入力が終わりましたら、「次へ」ボタンを押してください。 

P27「財産債務調書の作成」画面へ進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

19 「修正申告による異動事項の入力」画面 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

①  修正申告によって異動した事項について、入力してください。 

②  入力が終わりましたら、「次へ」ボタンを押してください。 

P27「財産債務調書の作成」画面へ進みます。 
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20 「財産債務調書の作成」画面 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  財産債務調書の提出基準に該当する場合は、「12月 31日において合計額が 10億円以

上の財産を保有している。」をチェックし、「入力する」ボタンを押して、Ｐ28「財産・

債務の入力」へ進みます。 

②  「財産債務調書」を手書きなどで別途作成する場合や、既に提出済みの場合は「次

へ」ボタンを押してください。還付金が発生する場合は P29「還付方法等の入力」画面、

納付する金額が発生する場合は P30「納付方法等の入力」画面へ進みます。 
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21 「財産・債務の入力」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  該当する項目を入力してください。 

②  全ての入力が終了しましたら、「入力終了」ボタンを押してください。 

 還付金が発生する場合は P29「還付方法等の入力」画面、納付する金額が発生する 

場合は P30「納付方法等の入力」画面へ進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「＋財産・債務を入力する」ボタンを押すと下の図

が表示されます。入力項目が２件以上ある場合は、「も

う１件入力する」ボタンを押してください。 
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22 「還付方法等の入力」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  還付金の受取方法を選択し必要事項を入力してください。 

②  入力が終了しましたら、「次へ」ボタンを押してください。 

 P31「基本情報の入力」画面へ進みます。 
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23 「納付方法等の入力」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  納付方法及び通知方法を選択してください。 

②  選択が終了しましたら、「次へ」ボタンを押してください。 

 P31「基本情報の入力」画面へ進みます。 
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24 「基本情報の入力」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  住所・氏名等【必須】と表示されている項目は、必ず入力してください。 

②  入力終了後、「次へ」ボタンを押してください。 

 

 

郵便番号を入力し、「郵

便番号から住所入力」ボタ

ンを押すと、住所及び税務

署名が自動で入力されま

す。 

 

郵便番号から住所が検索でき

なかった場合は、都道府県及び

市区町村をプルダウンで選択し

てください。 

 

「ご自身が世帯主」ボタンを

押すと、「氏名」欄の名前をコ

ピーして「世帯主の氏名」欄に

表示し、「世帯主からみた続柄」

欄に「本人」と表示します。 

 

 提出先税務署を選択します。 

※ 郵便番号から住所を検索し

た場合などは、自動で表示さ

れます（一部を除く。）。 

住所の続きを入力します。 
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25 「マイナンバーの入力」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     画面に表示されている方のマイナンバーを入力し、入力終了後「次へ」ボタンを押して 

ください。 

     この画面以降の操作方法については、各画面の案内に従い操作を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 


